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研究成果の概要（和文）：行政法学の重要な課題として、組織規範の法としての特質を解明することが挙げられ
る。本研究は、日本法において組織規範の特質として挙げられる、「組織規範は裁判規範性を持たない」、「組
織規範は自然人の行為を行政主体へと帰属させる」という2つの特質が、組織規範に結合するか、結合するとし
てそれはいかなる理論構成においてか、結合することの帰結はいかなるものか、を検討することで、前記の課題
の遂行を目指すものである。検討の結果として、これら2つの性質は組織規範に結合させ得ること、しかしそれ
でもこれら2つの性質は組織規範に特有のもの（特質）ではない可能性があること、を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：One of the important tasks in administrative jurisprudence is to clarify the
 characteristics of organizational norms as law. This study aims to accomplish the task by examining
 whether the two characteristics of organizational norms in Japanese law, namely, "organizational 
norms do not have judicial normativity" and "organizational norms attribute the acts of natural 
persons to administrative entities," can be combined with organizational norms, and if so, in what 
theoretical structure, and what the consequences of such a combination are. As a result, I found 
that these two natures can be combined with organizational norms, but even so, these two natures may
 not be specific to organizational norms(meaning, these two natures may note be characteristics).

研究分野： 公法学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の学術的意義は次の通り。すなわち、組織規範の特質として挙げられるものが組織規範に結合するかどう
か、するとしてその理由は何か、という、これまでの議論で十分に論じられていなかった点を比較法研究により
解明し、従来の議論の欠缺を埋めることができた。本研究の社会的意義は次の通り。すなわち、本研究により、
裁判において組織規範違反が問題とされる範囲・理由を検討することが可能になったため、組織規範の扱いに関
する今後の裁判実務を肯定・否定し、その理由を検討するための基礎が提供された。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
行政法学は法を用いて行政を認識し秩序づける営みであり、この営みにおいて用いられる法

の性質を解明することは行政法学の重要な課題である。今日、行政法を構成する法として、実体
法・手続法と並び組織法（以下「組織規範」ということがある）の重要性が認識され、組織規範
の法としての性質について萌芽的な研究がなされつつある。 
この研究のうち、行政統制の手段として組織規範を把握する試み（大橋洋一「制度変革期にお

ける行政法の理論と体系」同『都市空間制御の法理論』（有斐閣、2008）351-352 頁、宇賀克也
『行政法概説Ⅰ（第 7 版）』（有斐閣、2020）47-48 頁）が特に注目される。なぜなら、この試み
は、行政統制に関わり得るという、行政法を構成する法に共通の性質に着目しており、翻って、
行政統制への各法の関わり方の差異をあぶり出し、各法の、特に組織規範の特質を明らかにでき
る可能性を潜在させるからである（大橋・前掲 352 頁）。 
しかし、この試みは組織規範の特質を解明する作業を実行していない。実際、行政統制のあり

方に関わる組織規範の特質として、①組織規範は裁判規範性を持たない、②組織規範は自然人の
行為を行政主体へ帰属させる、という 2 つの伝統的理解が、それぞれ論ずべき問題を抱えるに
もかかわらず、検討が不十分なまま存置されている。本研究は、行政統制の手段として組織規範
を把握する試みを発展させるために、行政統制の最重要形態である、私人に向けた行政作用の裁
判統制を想定し、①の理解を統制の前提に関わるものとして、②の理解を統制の帰結に関わるも
のとして対応させ、これらの伝統的理解を再検討するものである。 
 
２．研究の目的 
本研究は、日本法の検討により次の問題を設定し、これらの問題に対する解答を提示すること

を目的とした。 
第 1 に、組織規範が裁判規範性を持ち得るか。この問いは、以下の 2 つに細分化される。ア）

ある法規範が取消訴訟における裁判規範性を持つためには、当該法規範が外部効果を持つこと
が必要か、その外部効果の内実はいかなるものか。イ）裁判規範性の要件として法規範の外部効
果を要求し、かつ、外部効果の内実を、行政の義務付け・私人の権利利益の保護と考えるとして、
組織規範は、これらの外部効果を持つか。私人の権利利益を保護するとすれば、そこでの私人の
権利利益はいかなるものか。 
第 2 に、行政行為と目される行為が組織規範に違反した帰結はいかなるものか。この問いは、

以下の 2 つに細分化される。ア）自然人の行為を行政主体へと帰属させるという性質を、組織規
範に結合させるか、根拠規範にも結合させるか。また、組織規範のみに結合させるとして、すべ
ての組織規範に結合させるか、一部の組織規範のみに結合させるか。これらの選択を支える理由
は何か。さらに、帰属の対象は、行為・法効果のいずれか。イ）すべてのまたは一部の組織規範
が帰属と結合するとして、それに違反した際の帰結はいかなるものか。帰属を否定することは、
いかなる意味を持ち、いかなる概念によって表現されるか。 
 
３．研究の方法 
 この目的を達成するために、本研究は、日本法・ドイツ法を対象とした比較法研究を行った。
具体的には、次の 2 段階の方法を採った。第 1 に、2.で説明した問いに関する、19 世紀末以来
現在に至るまでにドイツ法の学説を可能な限り網羅的に調査し、ドイツ法において、前記の問い
に対していかなる解答がいかなる根拠で提示されるのかを検討する。第 2 に、ドイツ法におけ
る根拠が日本法に妥当するか、妥当するとしてどの程度妥当するかという点を考察し、ドイツ法
における議論を日本法にも相当程度導入できることを解明する。 
 
４．研究成果 
 研究成果は、大きく分けて①・②の 2 点から説明できる。 
①2.で設定した問題に対して、次の解答を示すことができた。なお、問題設定およびそれに解

答を与える作業は、「行政法における組織規範の法的性質（1）～（6・完）」国家学会雑誌 134 巻
1=2 号～135 巻 3=4 号にて行われた。 
第 1 の問題について。まず、ア）に関しては、取消訴訟が行政行為を対象とするものであるこ

と、行政行為の法規範違反に対する帰結が外部関係で問題となることから、取消訴訟における裁
判規範となるためには外部効果が必要である。外部効果の内実については、取消訴訟は個人の権
利を保護する訴訟であるとの理解、及び、そこでの権利を保護規範説によって基礎付けるべきと
の理解から、違法性判断基準となるためには、行政を義務付け、私人に権利を付与することが必
要であると解することが合理性を有する。また、取消訴訟の対象である行政行為の存否の判断基
準となるためには、行政を義務付けることが必要である。次に、イ）に関しては、組織規範を類
型化し、それぞれの機能・目的の考察、組織規範に対する憲法原理の要請等を考察することによ
り、少なくとも官庁管轄規範については、行政を義務付け、私人に権利（管轄を持つ官庁の行為
を求める権利）を付与する外部効果を肯定できる。 



第 2 の問題について。ア）に関しては、まず、行政の概念・任務の自己遂行義務等の根拠によ
り、行政主体に対しては行為を帰属させることが必要である。そのうえで、一方で、(i)代表に
よって帰属が生じると考える、(ii)代表の要件として行為が代表力の範囲内であることが必要
であると考える、(iii)代表形態のうち機関性の特質として、帰効のみならず帰属を可能にし、
また、代表力を定めるのが組織規範であるという理解を採る、(iv)自然人から法人までの複数の
帰属段階においていずれも機関性を採用する、という 4 つの条件を満たした場合に、組織規範
と帰属とが結合する。他方で、これらの条件の一つでも満たされない場合には組織規範と帰属と
が結合しない。組織規範と帰属とを結合させる場合、どの組織規範が帰属と結合するかは、ある
組織規範が代表力を積極的・消極的に規律しているかどうかによって決まる。イ）に関しては、
代表力を規律する組織規範に違反した場合、自然人の行為の行政主体への帰属を肯定する立場
も否定する立場もあり得る。このいずれを採るかはなお検討を要するが、この検討のためには、
まず、帰属を否定することの裁判上の意味を明確にする必要があるところ、訴訟法上・実体法上、
帰属が否定される行為には、帰属が肯定されるが違法・無効である行為とは異なる取扱いをする
可能性がある。これら 2 つの行為を区別しない場合には、帰属が否定される行為も無効の行政
行為として表現され、区別する場合には、無効の行政行為とは異なる概念（非行為・外観上の行
政行為）として表現される。非行為・外観上の行政行為という概念が認識概念にとどまるか道具
概念でもあるかは、帰属が否定されるという事態と、帰属が肯定されるが違法・無効であるとい
う事態との間に、訴訟法上・実体法上、（ドイツ法の検討で提示されたような）認識論的な差異
を認めるにとどめるか（ドイツ法の検討で提示されたような）解釈論的な差異も認めるかによっ
て決まる。 
 ②さらに、①で説明した研究成果を踏まえて今後の研究課題を獲得した。具体的には、(i) 東
京大学公法研究会において、「行政法における組織規範の法的性質（1）～（6・完）」について西
上治准教授（神戸大学）による書評をしていただく機会と、この書評に対し研究代表者によるリ
プライを行う機会をいただき、参加者各位からのご指摘も相まって、本研究に残された課題を確
認することができた。具体的に課題を 1つ挙げれば、行政行為の存在が取消訴訟の訴訟要件とな
るかという問題について、不存在確認訴訟の存在意義も踏まえて考察する必要性が課題として
確認できた。(ii)権限の委任論・行政契約論に関して新規性のある研究成果を獲得できる展望を
得た。いずれも期間内には成果を公表するには至っていないが、近い将来に公表できる予定であ
る。 
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